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①
・
① 

狛
犬

　

阿
形（
右
）・
吽
形（
左
）一
対
。
犬
の
高
さ
六
八
㎝
、全
高
一
三
五
㎝
。
台
座
部
は
花
コ
ウ
岩
、

犬
は
砂
岩
製
。
台
座
に
は
「
中
新
田
氏
子
中
」「
文
政
九
戌
年
九
月
吉
日
」
の
銘
が
あ
る
。 

一

八
二
六
年
製
。
明
治
時
代
に
中
新
田
の
村
社
を
合
祀
し
た
と
き
に
本
社
へ
移
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

② 

・
② 

灯
籠

　

全
高
一
八
五
㎝
。
花
コ
ウ
岩
製
。
左
右
一
対
。
宝
珠
・
六
蕨
手
笠
の
一
部
破
損
。
表
面
の

風
化
著
し
い
。

③
・
③ 

灯
籠

　

全
高
二
四
〇
㎝
。 
花
コ
ウ
岩
製
。
左
右
一
対
。「
寛
政
六
甲
寅
年
十
一
月
」「
氏
子
中
」
の

銘
が
あ
る
。
一
七
九
四
年
製
。
宝
珠
・
火
袋
後
補
。

④ 

雄
鶏
飾
り
付
き
太
鼓
形
灯
籠

　

全
高
六
〇
㎝
の
六
角
石
を
支
柱
と
し
、
火
袋
は
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
直
径
約30cm

の
太
鼓
形
（
円
板
形
）
の
石
製
品
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
は
雄
鶏
の
飾
り
が
み
ら
れ
る
。 

全
高

一
七
四
㎝
。
同
じ
形
状
の
灯
籠
が
石
清
水
八
幡
宮
東
門
下
の
灯
籠
群
の
中
に
あ
る
。

　

太
鼓
の
側
面
に
は
鹿
革
を
留
め
る
た
め
の
鋲
が
あ
り
、
円
孔
部
分
に
は
稲
妻
の
閃
光
を
表

し
た
三
叉
文
の
立
体
彫
刻
（
欠
損
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
灯
籠
に
表
現
さ
れ
た
こ
れ
ら

鶏
鳴
や
太
鼓
の
轟
、
雷
鳴
は
、
夜
の
闇
を
破
っ
て
辺
り
一
帯
を
照
ら
す
光
景
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。

⑤ 

天
王
寺
屋
五
兵
衛
寄
進
灯
籠

　

全
高
一
六
五
㎝
。
花
コ
ウ
岩
製
。「
天
明
壬
寅
二
年
九
月
吉
日
」「
大
眉
五
兵
衛
光
林
」
の

銘
が
あ
る
。
一
七
八
二
年
製
。
大
眉
は
大
坂
十
人
両
替
の
一
人
、
天
王
寺
屋
五
兵
衛
の
姓
。

天
王
寺
屋
五
兵
衛
家
当
主
は
名
に
「
光
」
の
字
を
当
て
て
い
る
。
鴻
池
善
右
衛
門
家
と
は
姻

族
関
係
に
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
絶
家
に
な
っ
た
。
本
社
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
経
緯
は
不
明
。

⑥ 

筒
井
筒

　

謡
曲「
井
筒
」に
謡
わ
れ
る
在
原
業
平
ゆ
か
り
の
井
筒
と
し
て
江
戸
時
代
の
名
物
で
あ
っ
た
。

五
代
鴻
池
善
右
衛
門
が
伊
丹
の
豪
商
か
ら
購
入
し
、
永
ら
く
京
都
の
屋
敷
の
庭
園
に
置
か
れ

て
い
た
。

⑦ 

鳥
居

　

笠
木
四
七
〇
㎝
、
全
高
三
五
〇
㎝
。
花
コ
ウ
岩
製
。
社
殿
に
向
か
っ
て
右
側
の
石
柱
に
「
弘

化
丙
午
三
年
九
月
造
立
」「
日
下
村
石
工
小
平
次
」
の
銘
が
あ
る
。
一
八
四
六
年
製
。
日
下
村

は
東
大
阪
市
日
下
を
さ
す
。
小
平
次
の
遺
作
は
石
切
神
社
、
瓢
箪
山
稲
荷
神
社
な
ど
に
み
ら

れ
る
。

⑧ 

手
水
鉢

　

幅
一
九
〇
㎝
、高
さ
五
五
㎝
。花
コ
ウ
岩
の
自
然
石
製
。正
面
に
は「
享
保
二
十
乙
卯
年
九
月
」

の
銘
、
裏
側
に
も
二
四
文
字
の
銘
が
み
ら
れ
る
が
読
み
取
れ
な
い
。

⑨ 

墾
田
紀
功
碑

　

三
代
鴻
池
善
右
衛
門
宗
利
が
鴻
池
新
田
を
開
拓
し
た
功
績
を
た
た
え
る
碑
文
、
裏
面
に
は

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
の
淀
川
大
洪
水
の
被
害
と
復
興
が
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
九

年
に
こ
の
地
に
建
て
ら
れ
た
。

⑩ 

西
院
灯
籠

　

全
高
二
六
〇
㎝
。 

花
コ
ウ
岩
製
。
竿
に
「
奉
造
立 

西
院
燈
爐　

右
為
法
界
衆
生 

起
立 

如
件

　

永
仁
四
年
十
月
日 

願
主 

堂
司
㔟
舜　

大
工　

末
光
」
と
い
う
銘
が
あ
る
。
西
院
と
は
淳
和

天
皇
の
御
院
、
淳
和
天
皇
の
別
称
、
あ
る
い
は
京
都
市
右
京
区
四
条
大
宮
北
付
近
の
地
名
の

い
ず
れ
か
。
一
二
九
六
年
建
立
。 

鎌
倉
時
代
の
灯
籠
は
畿
内
に
一
〇 

基
し
か
残
っ
て
い
な
い
。 

大
工
末
光
は
鎌
倉
中
期
に
来
日
し
た
中
国
の
石
匠
・
伊
行
末
の
子
孫
あ
る
い
は
弟
子
と
考
え

ら
れ
る
。
も
と
瓦
屋
橋
の
鴻
池
別
邸
に
あ
り
、
本
社
へ
移
さ
れ
た
。

朝
日
社
の
お
も
な
石
造
物

お
お
ま
ゆ

’’ ’



鴻
池
新
田
・
朝
日
社
「
墾
田
紀
功
碑
」
意
訳

（
表
面
）

　
大
阪
府
知
事
従
五 

建
野
郷
三
篆
額
　
従
五 

勲
六
等
土
居 

夫
撰
并
び
に
書

畿
内
の
地
は
大
変
肥
沃
で
あ
る
。
水
に
破
れ
る
た
め
に
、
痩
せ
た
る
地
は
、
ひ
と
り
河
内

国
だ
け
で
あ
る
。
河
内
国
は
淀
川
を
背
後
に
し
、
左
に
は
山
並
み
が
重
な
る
。
大
和
国
の

水
が
亀
瀬
を
過
ぎ
て
下
る
の
を
、
大
和
川
と
い
う
。
柏
原
に
至
っ
て
石
川
と
合
流
し
、
北

に
迂
回
す
る
こ
と
数
里
、
若
江
郡
に
至
り
、
そ
こ
で
西
へ
流
れ
、
摂
津
国
の
野
を
経
て
淀

川
と
合
流
し
、
海
に
達
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
流
れ
は
緩
や
か
で
、
砂
が
溜
ま
り
、
長
雨
が

降
れ
ば
、
必
ず
堤
を
壊
し
て
村
を
襲
い
、
民
は
そ
の
害
に
苦
し
む
。
元
禄
五
年
に
幕
府
が

図
っ
て
、
川
筋
を
改
め
、
安
宿
、
大
懸
の
二
郡
の
境
よ
り
、
真
っ
直
ぐ
西
へ
流
し
、
堺
浦

に
到
っ
て
海
に
入
れ
る
と
、水
害
は
直
ち
に
止
ん
だ
。
し
か
し
て
水
の
集
ま
る
湿
地
が
二
ヶ

所
あ
る
。
讃
良
郡
に
あ
る
の
を
深
野
池
と
い
う
。
若
江
郡
に
あ
る
の
を
新
開
池
と
い
う
。

そ
れ
ら
全
て
の
大
き
な
こ
と
、
周
囲
が
数
里
あ
る
。
幕
府
は
令
を
下
し
、
う
ま
く
埋
め
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
募
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
が
宗
誠
翁
が
往
き
て
新
開
池
の
形
を
み

る
。
そ
こ
で
奮
い
立
ち
、
幕
府
に
願
い
出
、
金
万
余
を
献
じ
て
、
そ
の
地
を
買
う
。
そ
こ

で
庶
民
を
募
り
、
彼
ら
に
フ
ゴ
と
モ
ッ
コ
を
授
け
、
鋤
と
鍬
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
埋

め
て
開
墾
し
、
三
年
に
し
て
完
成
し
、
田
二
百
余
町
を
得
る
。
実
に
宝
永
四
年
の
こ
と
で

あ
る
。
翁
の
諱
は
宗
利
、姓
は
山
中
、鹿
之
助
幸
盛
の
後
胤
で
あ
る
。
翁
の
祖
父
正
成
君
は
、

鴻
池
村
よ
り
来
て
、
初
め
て
大
坂
内
久
宝
寺
町
に
家
を
構
え
る
。
後
に
鴻
池
を
以
て
氏
と

な
す
。翁
に
至
っ
て
居
を
今
橋
町
に
移
す
。人
と
な
り
篤
実
温
厚
、謙
虚
に
し
て
人
を
愛
し
、

慎
ま
し
く
勤
勉
で
あ
る
。
そ
の
事
業
を
始
め
る
と
、
自
身
で
工
事
を
監
督
す
る
。
田
と
家

の
距
離
は
二
里
。
毎
日
必
ず
見
に
行
っ
て
監
督
し
、
風
雨
も
は
ば
か
ら
な
い
。
人
は
そ
の

勤
勉
さ
を
讃
え
る
。
事
業
が
完
成
す
る
と
、
役
夫
を
採
用
し
て
小
作
人
と
し
、
彼
ら
に
仮

住
ま
い
さ
せ
、
衣
、
耕
具
を
備
え
て
与
え
る
。
人
は
そ
の
恵
み
に
心
か
ら
従
う
。
お
よ
そ

小
作
人
と
地
主
は
、
概
し
て
そ
の
力
を
争
う
。
し
か
し
翁
が
使
う
者
は
、
召
使
い
だ
け
で

あ
る
。
だ
か
ら
心
服
し
て
不
平
が
な
い
。
人
は
そ
の
制
度
を
仰
ぐ
。
葦
葭
の
茂
っ
た
沼
地

の
場
は
、
変
化
し
て
田
畑
と
な
り
、
穀
物
は
豊
穣
で
、
歓
声
が
野
に
満
つ
。
人
呼
ん
で
、

鴻
池
新
田
と
な
す
と
い
う
。
翁
は
元
文
三
年
丙
辰
七
月
を
以
て
没
す
。
今
を
遡
る
こ
と
百

五
十
年
。
今
の
主
人
幸
方
君
は
、
実
に
翁
の
八
世
の
孫
で
あ
る
。
余
は
昨
年
、
そ
の
依
頼

を
受
け
、
来
た
り
て
家
事
を
立
案
す
る
。
す
な
わ
ち
君
と
と
も
に
一
族
の
諸
老
、
老
幹
等

と
相
談
し
て
曰
く
。
事
業
の
功
績
は
近
く
に
顕
れ
、
遠
く
に
は
滅
ぶ
者
が
多
い
。
事
を
公

に
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
久
し
く
し
て
そ
の
功
績
が
益
々
顕
れ
る
者
は
、
そ
の
利
を
益
々

国
に
施
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
翁
の
ご
と
き
者
が
ど
う
し
て
そ
う
で
な
い
の
か
、
い
や
、

そ
う
で
あ
る
。
今
、
聖
明
隆
化
の
日
、
四
方
の
志
士
で
力
を
国
に
益
々
尽
く
さ
ん
と
す
る

者
は
、
来
た
り
て
模
範
と
し
て
採
用
し
な
さ
い
。
ど
う
し
て
功
績
を
記
し
て
、
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
、
か
つ
先
祖
の
恩
沢
に
報
い
な
い
の
か
。
人
々
は
皆
言
う
。
然
り
と
。
そ
こ
で
、

次
第
に
こ
れ
を
書
き
連
ね
る
。
刻
文
を
記
し
て
曰
く
。

河
内
国
の
川
の
改
修
で
、
葦
葭
の
茂
っ
た
沼
地
が
未
だ
満
ち
て
い
る
。

葦
と
葭
の
藪
沢
で
、
民
は
食
に
苦
し
む
。

こ
れ
翁
一
奮
し
、
辛
苦
力
を
尽
く
す
。

金
を
擲
つ
こ
と
巨
万
、
良
田
こ
こ
に
増
え
る
。

私
の
た
め
に
造
営
し
た
の
で
は
な
く
、
実
に
国
家
の
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
翁
の
功
績
は
、
偉
大
に
し
て
高
大
で
あ
る
。

功
の
基
づ
く
所
は
、
こ
れ
倹
と
勤
で
あ
る
。

事
業
の
功
績
を
追
記
し
、
碑
石
に
こ
れ
を
刻
む
。

民
を
治
め
教
化
し
た
こ
と
に
報
い
、
祖
先
の
恩
沢
を
刻
む
。

孫
子
を
さ
と
し
、
万
年
続
く
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
　
明
治
十
八
年
乙
酉
七
月
　
　
鴻
池
善
次
郎
幸
方
こ
れ
を
た
て
る
。

（
裏
面
）

　
　
一
族

　
　
　
山
中
富
之
助
幸
備

　
　
　
山
中
鶴
之
助
幸
貞

　
　
老
幹

　
　
　
内
山
治
郎
兵
衛
宣
宴

　
　
　
永
田
彦
作
春
保

　
　
　
山
田
伝
兵
衛
道
登

去
る
夏
の
長
雨
、
茨
田
郡
伊
加
賀
村
の
堤
を
壊
す
。
実
に
六
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。

北
河
内
三
郡
は
、
全
て
壊
滅
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
当
た
り
、
新
田
諸
村
の
民
は
、

励
ん
で
土
嚢
を
築
き
、
そ
し
て
害
を
免
れ
た
。
し
か
し
長
雨
は
益
々
は
甚
だ
し
く
な
り
、

三
十
日
に
堤
は
再
び
大
き
く
壊
れ
、
諸
村
は
遂
に
全
て
水
没
し
た
。
そ
こ
で
そ
こ
で
小
作

人
を
日
下
の
大
龍
寺
に
避
難
さ
せ
た
。
人
口
六
百
五
十
。
七
月
十
五
日
に
初
め
て
家
に
帰
っ

た
。
そ
の
寺
に
い
る
間
、
田
主
は
毎
日
米
を
一
人
あ
た
り
五
合
与
え
た
。
家
に
帰
り
、
な

お
米
を
与
え
る
こ
と
三
十
日
。
ま
た
金
千
余
円
を
出
し
、
彼
ら
を
救
う
。
家
数
百
余
戸
を

数
え
る
。
概
ね
享
和
二
年
の
例
に
沿
う
。
こ
の
天
変
が
起
こ
る
と
、
大
水
が
広
が
る
こ
と

五
里
四
方
、
水
没
を
す
る
民
は
数
万
。
そ
れ
な
の
に
新
田
諸
村
が
難
苦
を
免
れ
た
の
は
、

ど
う
し
て
ま
た
、田
主
の
先
祖
の
余
沢
で
な
い
と
言
え
る
の
か
、い
や
、余
沢
に
違
い
な
い
。

ど
う
し
て
こ
れ
を
公
表
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
追
録
し
、
あ
わ
せ
以
て
こ
れ
を
伝

え
る
。

徳
庵
・
住
吉
神
社
「
淀
川
洪
水
記
念
碑
」
意
訳

明
治
十
八
年
六
月
長
雨
が
降
り
、
其
の
十
七
日
に
広
範
囲
で
水
が
暴
れ
て
満
ち
溢
れ
、
茨

田
郡
伊
加
賀
村
の
堤
防
が
決
壊
し
た
。
其
の
汎
濫
は
溢
々
と
し
、
凡
そ
茨
田
・
讃
良
・
東

成
の
三
郡
に
及
び
、
南
は
寝
屋
川
に
至
り
、
勢
い
は
浩
々
と
し
て
危
う
く
、
将
に
我
が
郡

部
内
に
及
ば
ん
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
堤
防
を
仮
修
築
し
、
徳
庵
を
起
点
に
角
之
堂

に
至
る
凡
そ
一
千
八
百
有
余
間
の
備
え
を
以
っ
て
安
堵
し
た
。
し
か
し
其
の
二
十
八
日
、

劇
雨
・
疾
風
が
二
昼
夜
止
ま
ず
、
水
勢
は
益
々
強
く
な
り
、
遂
に
寝
屋
川
の
堤
防
は
決
壊
し
、

我
が
治
下
若
江
・
河
内
・
渋
川
の
三
郡
、五
十
余
村
が
水
没
し
て
、老
若
は
悲
惨
さ
を
号
呼
し
、

ど
の
よ
う
に
も
致
し
難
か
っ
た
が
、
郡
吏
警
官
に
筏
を
設
け
て
舟
と
梶
を
備
え
さ
せ
、
其

の
墊
溺
す
る
者
を
救
い
、
ま
た
、
多
く
の
飢
え
た
者
に
は
衣
糧
を
護
送
し
て
与
え
た
。
こ

こ
に
芝
・
菱
屋
東
新
田
・
高
井
田
・
八
尾
・
久
宝
寺
諸
村
の
寺
院
・
学
校
で
の
生
存
者
は

一
万
二
千
四
百
余
人
を
越
え
た
。七
月
八
日
に
水
は
地
面
か
ら
引
き
、庶
民
は
安
息
し
、村
々

に
人
が
帰
っ
た
。
享
和
・
文
化
の
水
災
と
較
べ
、
そ
の
水
量
は
五
尺
有
余
寸
超
え
て
い
た

と
い
う
。
今
、
庶
民
を
祀
り
、
水
災
を
被
っ
た
者
が
皆
で
協
議
し
て
曰
く
、
官
家
の
保
護

の
恩
を
記
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
其
の
銘
は
私
に
委
ね
ら
れ
、
銘
を
辞
し
て
曰
く
、

孰
決
滔
水
　
泄
諸
尾
閭

救
墊
恤
溺
　
民
始
安
居

　
　
明
治
十
九
年
七
月
　

　
　
　
丹
北
・
高
安
・
大
縣

　
　
　
河
内
・
若
江
・
渋
川

平
野
屋
新
田
会
所
跡
「
農
民
感
謝
碑
」
意
訳

（
表
）

夫
れ
農
家
の
基
礎
は
勉
強
に
有
る
。
宜
し
き
か
な
。
然
る
に
、
非
常
の
天
災
は
免
れ
難
し
。

時
に
明
治
十
七
年
収
穫
際
、
既
に
災
害
に
係
る
は
、
実
に
言
語
に
尽
く
せ
ず
。
な
お
廿
二

年
の
天
災
、
農
民
千
辛
万
苦
愁
歎
也
。
天
や
、
こ
こ
に
明
ら
か
な
り
て
、
人
の
知
る
如
く

地
主
高
松
氏
始
め
、
其
の
他
掛
員
高
崎
氏
・
高
岡
氏
・
支
配
人
植
村
氏
の
如
く
、
事
務
忠

節
に
尽
く
さ
れ
、
夕
は
農
民
難
を
察
し
、
厚
き
救
䘏
之
志
し
誠
に
神
妙
、
喜
悦
限
り
無
し
。

其
の
功
績
・
名
誉
巨
大
也
。
ゆ
え
に
賛
成
者
、其
の
掛
名
を
石
に
刻
む
。
永
世
不
朽
た
ら
ん
。

　
報
恩
謝
徳
と
し
て

　
　
農
民
賛
成
者
こ
れ
を
建
つ

（
裏
）

　
　
石
工
東
堀

　
　
　
岡
井
弥
三
郎

明
治
二
十
五
年
七
月

郡
長
　
浦
橋
僴


